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告 示

広島市告示第４８号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和７年２月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第４９号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので、同法第７８条の１１第１号又は第１１５条の２

０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和７年２月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社Ｍ’
ｓｆａｍｉｌ
ｉａ

訪問介護ファ
ミリア

広島市南区段
原南一丁目１
８番１６号

訪問介護

ＭＡＮＹＰＥ
ＯＰＬＥ株式
会社

訪 問 看 護 メ
ニーピープル
広島西

広島市佐伯区
五月が丘一丁
目３３番３－
４０１号

訪問看護

株式会社Ｌ．
Ｓ．Ｉ．

介護付有料老
人ホームかが
やき

広島市西区古
江西町２１番
１－２６号

特定施設入居者
生活介護及び介
護予防特定施設
入居者生活介護

深川医療器株
式会社

深川医療器株
式会社ライフ
ケア広島北

広島市安佐南
区八木七丁目
４番２０－１
０１号

福祉用具貸与及
び介護予防福祉
用具貸与

一般社団法人
ワークサポー
ト倶楽部広島

福 祉 用 具 サ
ポート広島

広島市安佐北
区可部南四丁
目１５番３１
号

福祉用具貸与及
び介護予防福祉
用具貸与

深川医療器株
式会社

深川医療器株
式会社ライフ
ケア広島北

広島市安佐南
区八木七丁目
４番２０－１
０１号

特定福祉用具販
売及び特定介護
予防福祉用具販
売

一般社団法人
ワークサポー
ト倶楽部広島

福 祉 用 具 サ
ポート広島

広島市安佐北
区可部南四丁
目１５番３１
号

特定福祉用具販
売及び特定介護
予防福祉用具販
売

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社Ｓａ
ｎｓｕｉ

介護の助さん
薬師が丘

広島市佐伯区
薬師が丘三丁
目５番３１号

小規模多機能型
居宅介護及び介
護予防小規模多
機能型居宅介護



広島市告示第５０号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和７年２月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和７年２月１日　

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第５２号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５８条第１項に規定

する指定介護予防支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第１１５条の３０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和７年２月１日

広島市長　　松　井　一　實　



事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社Ｍ’
ｓｆａｍｉｌ
ｉａ

訪問介護ファ
ミリア

広島市南区段
原南一丁目１
８番１６号

訪問介護サービ
ス

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

一般社団法人
傾聴の家

森城ハウス居
宅介護支援セ
ンター

広島市安佐北
区安佐町くす
の木台１８番
１５号

居宅介護支援

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

一般社団法人
傾聴の家

森城ハウス居
宅介護支援セ
ンター

広島市安佐北
区安佐町くす
の木台１８番
１５号

介護予防支援
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広島市告示第５３号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日　

　次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３１条の２の３第２項の規定により、告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定納付受託者の名称及び事務所の所在地

　　名称　　　　　　株式会社ＮＴＴデータ

　　事務所の所在地　東京都江東区豊洲３－３－３

２　指定納付受託者に納付させる歳入の種類

　　市税等並びに市税の課税客体及び課税標準に関する証明に係

る手数料並びに当該証明に係る書面の送付に要する費用

３　指定納付受託者の指定日

　　令和７年２月３日



広島市告示第５４号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日　

　令和７年度の路面復旧監督費の単価を別紙のとおり定める。

　なお、この単価は、令和７年４月１日以後に申請を受理した道

路の占用の許可又は工事の承認に基づき施工される掘削跡の復旧

工事について適用する。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示第５５号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ４ 日　

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　休止する駐車場及び期間

２　休止する理由

　　広島市市営舟入町第二駐車場周辺で実施する樹木剪定作業に

あたって、落木等による駐車場利用者への危険を回避するた

め。



広島市告示第５６号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、教育委員会安佐南地区学校事務センター所長の物品

出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

駐車場名 区画数 休止する期間

広島市市営舟入町
第二駐車場

１０区画
令和７年２月６日（木）午後６
時から同月７日（金）午前１２
時まで

１　委任を受けた物品分任出納員

　　毘沙門台小学校　教頭　脇　和之

２　委任させた事務

　　毘沙門台小学校における物品の出納保管に関する事務

３　委任期間

　　令和７年１月２８日から毘沙門台小学校長の職務復帰の前日

まで



広島市告示第５７号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第５８号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第５９号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第６０号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０
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号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第６１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第６２号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

訪 問 看 護 ス
テーションつ
くし

広島市西区井口
一丁目１－２７

令和７年１月
１日

令和１２年１
２月３１日

訪 問 看 護 ス
テーションつ
ながり

広島市安佐南区
伴東五丁目１８
－４－１０１

令和７年１月
１日

令和１２年１
２月３１日

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

広島アイクリ
ニック

広島市中区幟町
１３－４広島マ
ツダビル３Ｆ

令和７年１月
１日

令和１２年１
２月３１日

ファミリーク
リニック広島
中央

広島市中区幟町
１４－１４広島
教 販 ビ ル ５ 階
Ｃ・Ｄ区画

令和７年２月
１日

令和１３年１
月３１日

土橋メンタル
クリニック

広島市中区堺町
一丁目３－１０
吉田ビル２Ｆ

令和７年１月
１日

令和１２年１
２月３１日

吉岡歯科医院
広島市中区十日
市町二丁目９－
５－１階

令和７年１月
１日

令和１２年１
２月３１日

瀬野記念病院
広島市安芸区瀬
野四丁目１６４
１－１

令和７年１月
１１日

令和１３年１
月１０日

メディカルケ
アさつき診療
所

広島市佐伯区五
月が丘二丁目７
－２５

令和７年１月
１日

令和１２年１
２月３１日

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第６３号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第６４号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第６５号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日　

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき、広島市市営舟入町第二駐車場の休止を定めた

令和７年２月４日付け広島市告示第５５号を次のとおり改正しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

　表広島市市営舟入町第二駐車場の項中「令和７年２月６日

（木）午後６時から同月７日（金）午前１２時まで」を「令和７

年２月１３日（木）午後６時から同月１４日（金）午前１２時ま

で」に改める。



広島市告示第６６号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日　

　令和７年第１回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　招集日　　令和７年２月１４日

２　招集場所　広島市役所
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広島市告示第６７号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第６８号　

令和７年２月１２日　

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき、広島市市営舟入町第二駐車場の休止を定めた

令和７年２月４日付け広島市告示第５５号を次のとおり改正しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

　表広島市市営舟入町第二駐車場の項中「１０区画」を「２６区

画」に改める。



広島市告示第６９号　

令和７年２月１３日　

　広島市道路附属物駐車場条例（平成６年広島市条例第２５号）

第６条の規定に基づき、道路附属物駐車場の休止を次のとおり告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　休止する駐車場及び期間

２　休止する理由

　　出入口シャッターの修理を行うため。



広島市告示第７０号　

令和７年２月１３日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区三入六丁目の７４０番１の一部、７４０番２

の一部、７４１番１の一部、７４１番２の一部、７４２番の一

部、７６０番４の一部、７６０番８の一部、７６２番１の一部

及び７６２番４の一部

駐車場名 区画数 休止する期間

広島市西新天地駐
車場

９５区画
令和７年２月１３日（木）午前
８時から同日午前１１時まで

２　開発面積

　　２，８０３．０９㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市東区矢賀新町四丁目２番３３号

　　ランドエステート株式会社

　　代表取締役　佐藤　正晴

４　検査済証交付年月日

　　令和７年２月１３日



広島市告示第７１号　

令和７年２月１４日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項の規定に基づき、次の文書については、電子計算機に記録

した印影の用紙への出力により、公印の押なつに代えることを承

認し、同条第２項の規定に基づき、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第７２号　

令和７年２月１９日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　マックスバリュ園店

　　所在地　広島市安佐南区園四丁目５３番７ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　別紙のとおり。

４　変更年月日

　　令和７年３月１日

５　届出年月日

　　令和７年２月１２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

文書名
印影を印刷する

公印の名称

・罹災証明書
・非住家罹災証明書
・被災証明書

市長印



―１６―　第１１３８号 令和７年３月３１日広 島 市 報

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和７年２月１９日から同年６月１９日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年６月１９日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第７３号　

令和７年２月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和７年２月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

別紙　略



広島市告示第７４号　

令和７年２月２０日　

　公共下水道の終末処理場による下水の処理を、次のとおり開始

するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第２項に

おいて準用する同条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和７年２月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

別紙　略



広島市告示第７５号　

令和７年２月２０日　

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。なお、関係図面は、下水道局施設部計

画調整課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和７年２月２０日

２　汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称



広島市告示第７６号　

令和７年２月２０日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により

公印の押なつに代えることを承認し、同条第２項の規定に基づ

き、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第７７号　

令和７年２月２０日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、教育委員会安佐南地区地区学校事務センター所長の

物品出納員事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任の解除を受けた物品分任出納員

　　毘沙門台小学校　教頭　脇　和之

２　委任を解除させた事務

　　毘沙門台小学校における物品の出納保管に関する事務

３　解除年月日

　　令和７年２月１０日



広島市告示第７８号　

汚水を排除し、及び処理する区域 排水処理施設の名称

安佐北区白木町大字三田の一部 須沢農業集落排水処理施設

安佐北区白木町大字秋山の一部
井原高南農業集落排水処理
施設

文書名
印影を印刷する

公印の名称

・口座振替の開始について（お知らせ） 共通区長印



第１１３８号　―１７―令和７年３月３１日 広 島 市 報

令和７年２月２１日　

　広島市バスターミナル条例（平成６年広島市条例第４０号）第

１０条の規定に基づき、広島市中筋バスターミナル及び広島市大

町バスターミナルの呼称を次のとおり定めたので、同条第２項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第７９号　

令和７年２月２１日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市東区馬木七丁目の５８６番１１の一部、６６７番１、

６６７番１０、６６７番１２の一部、６６７番７０の一部、２

０３９番の一部、２０４０番の一部、２０４１番の一部、２０

４２番１、２０４２番２、２０４３番、２０４４番１の一部、

２０４４番２、２０４５番、２０４６番の一部、２０４７番の

一部、２０４８番１の一部、２０４９番２４の一部、２０４９

番３３、２３４４番２、２３４５番１、２３４５番２、２３４

６番１、２３４６番２の一部、２３４７番１の一部、２３４７

番３の一部、２３４８番１の一部及び２３５０番７

２　開発面積

　　９，８５０．２０㎡

３　誇可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市中区東白島町１７番１８号

　　矢神興産株式会社

　　代表取緕役　中森　律美

４　検査済証交付年月日

　　令和７年２月２１日



広島市告示第８０号　

令和７年２月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

区分
広島市中筋バスターミナ
ル

広島市大町バスターミナ
ル

呼称
大和興産中筋バスターミ
ナル

大和興産大町バスターミ
ナル

呼称の
英語表記

ＤＡＩＷＡＫＯＳＡＮ　
Ｎａｋａｓｕｊｉ　Ｂｕ
ｓ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ

ＤＡＩＷＡＫＯＳＡＮ　
Ｏｍａｃｈｉ　Ｂｕｓ　
Ｔｅｒｍｉｎａｌ

呼称を定
める期間

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第８１号　

令和７年２月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第８２号　

令和７年２月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第８３号　

令和７年２月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第８４号　

令和７年２月２５日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。



―１８―　第１１３８号 令和７年３月３１日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第８５号　

令和７年２月２５日　

　広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、

広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農

林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農

林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一

般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

縦覧日及び縦覧時間

　広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除き毎日午前８時３０分から午後５

時１５分まで



広島市告示第８６号　

令和７年２月２７日　

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　休止する駐車場及び期間

２　休止する理由

　　広島駅南口広場の再整備等における駅前大橋線軌道新設その

他工事に伴い、当該駐車場が必要なため。



広島市告示第８７号　

令和７年２月２７日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条

第３項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　藤三光南店

　　所在地　広島市中区光南六丁目８９６番１６

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社藤三

　　代表取締役　藤村　重造

駐車場名 区画数 休止する期間

広島市市営的場町
駐車場

１６区画
令和７年４月１日（火）午前
０時から令和９年３月３１日
（水）午後１２時まで

　　広島県呉市広本町三丁目１５番５号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

　　株式会社藤三

　　代表取締役　藤村　重造

　　広島県呉市広本町三丁目１５番５

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和７年１０月２６日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　１，７１４平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　別紙１のとおり。

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　別紙２のとおり。

８　届出年月日

　　令和７年２月２５日

９　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和７年２月２７日から同年６月２７日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

１１　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

１２　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和７年６月２７日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第８８号　

令和７年２月２７日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき、次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は、令和７年２月２７日から同年３月１３日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



第１１３８号　―１９―令和７年３月３１日 広 島 市 報

整理
番号

路線名
起点

終点

17740
西２区２０
９号線

西区観音新町四丁目２８７４番地１地先

西区観音新町四丁目２８７４番地２１３
地先



広島市告示第８９号　

令和７年２月２７日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は、令和７年２月２７日から同年３月１３日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第９０号　

令和７年２月２７日　

　道路の区域を次のように決定したので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、告示します。

　その関係図面は、令和７年２月２７日から同年３月１３日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

整理
番号

路線名
起点

終点

17741
西２区２０
９号線

西区観音新町四丁目２８７４番地１地先

西区観音新町四丁目２８７４番地６９地
先

17742
安佐南３区
８８８号線

安佐南区西原九丁目１１８２番地４地先

安佐南区西原九丁目１１７９番地１地先

17743
安佐南４区
８７０号線

安佐南区伴西五丁目１３５２番地１２地
先

安佐南区伴西五丁目１３５２番地１３地
先

17744
安佐北３区
１０２１号
線

安佐北区亀山南二丁目５５４番地１２地
先

安佐北区亀山南二丁目４８７番地２１地
先

17745
安芸１区６
８９号線

安芸区中野三丁目１１００番地１地先

安芸区中野三丁目１１６４番地５地先

17746
安芸１区６
９０号線

安芸区中野三丁目１１４１番地１６地先

安芸区中野三丁目１１４１番地２２地先

道路の種類 路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
西２区２０
９号線

10.00　メートル
～　　　　　　

31.18　　　　　

メートル
770.89

市　道
安佐南３区
８８８号線

4.00　メートル
～　　　　　　
7.00　　　　　

メートル
43.70

市　道
安佐南４区
８７０号線

6.00　メートル
～　　　　　　

メートル
52.08

30.56　　　　　

市　道
安佐北３区
１０２１号
線

4.00　メートル
～　　　　　　
8.00　　　　　

メートル
474.20

市　道
安芸１区６
８９号線

6.00　メートル
～　　　　　　

12.70　　　　　

メートル
280.46

市　道
安芸１区６
９０号線

6.00　メートル
～　　　　　　

13.07　　　　　

メートル
57.21



広島市告示第９１号　

令和７年２月２７日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和７年２月２７日から同年３月１３日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第９２号　

令和７年２月２８日　

　広島市公共下水道築造事業計画を変更するため、下水道法施行

令（昭和３４年政令第１４７号）第３条の規定により、変更に係

る予定処理区域等を次のとおり告示します。この関係図面は、令

和７年２月２８日から同年３月１４日（告示日から２週間）まで

広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供しま

す。

　なお、利害関係人は、この告示の日から縦覧期間満了の日まで

に意見書を提出することができます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　事業計画の名称

　　広島市公共下水道築造事業計画

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
西２区
２０９
号線

西区観音新町四丁目２８７
４番地１地先 令和７年２月２

７日西区観音新町四丁目２８７
４番地２１３地先

市　道

安佐南
３区８
８８号
線

安佐南区西原九丁目１１８
２番地４地先 令和７年２月２

７日安佐南区西原九丁目１１７
９番地１地先

市　道
安芸１
区６８
９号線

安芸区中野三丁目１１００
番地１地先 令和７年２月２

７日安芸区中野三丁目１１６４
番地５地先

市　道
安芸１
区６９
０号線

安芸区中野三丁目１１４１
番地１６地先 令和７年２月２

７日安芸区中野三丁目１１４１
番地２２地先
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２　変更に係る予定処理区域

　　広島市東区　　　福田三丁目

　　　　　安佐南区　大塚西二丁目

　　　　　安佐北区　可部町、安佐町

　　　　　佐伯区　　湯来町、五日市町、倉重一丁目

３　変更に係る工事の完成の予定年月日

　　令和８年３月３１日



広島市告示第９３号　

令和７年２月２８日　

　広島市まちづくり市民交流プラザ条例（平成１４年広島市条例

第１０号）第１８条第１項の規定に基づき、広島市まちづくり市

民交流プラザの呼称を次のとおり定めたので、同条第２項の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　呼称を定めた施設

　　広島市まちづくり市民交流プラザ

２　呼称

　　合人社ウェンディひと・まちプラザ

３　呼称の略称

　　合人社ひと・まちプラザ

４　呼称の英語表記

　　ＧＯＪＩＮＳＨＡ　Ｗｅｎｄｙ　Ｈｉｔｏ－Ｍａｃｈｉ　Ｐ

ｌａｚａ

５　呼称を使用する期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで



広島市告示第９４号　

令和７年２月２８日　

　広島市総合屋内プール条例（平成３年広島市条例第４３号）第

１８条第１項の規定に基づき、広島市総合屋内プールの呼称を次

のとおり定めたので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　呼称を定めた施設

　　広島市総合屋内プール

２　呼称

　　ひろしんビッグウェーブ

３　呼称の英語表記

　　ＨＩＲＯＳＨＩＮ　ＢＩＧ　ＷＡＶＥ

４　呼称を使用する期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで



広島市告示第９５号　

令和７年２月２８日　

　広島市運動場条例（昭和２６年広島市条例第７号）第１６条第

１項の規定に基づき、広島市中央庭球場の呼称を次のとおり定め

たので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　呼称を定めた施設

　　広島市中央庭球場

２　呼称

　　広島翔洋テニスコート

３　呼称の英語表記

　　Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ　Ｓｈｏｙｏ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｃｏｕｒ

ｔ

４　呼称を使用する期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで



広島市告示第９６号　

令和７年２月２８日　

　広島市スポーツセンター条例（昭和５５年広島市条例第４２

号）第１９条第１項の規定に基づき、広島市東区スポーツセン

ターの呼称を次のとおり定めたので、同条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　呼称を定めた施設

　　広島市東区スポーツセンター

２　呼称

　　マエダハウジング東区スポーツセンター

３　呼称の英語表記

　　ＭＡＥＤＡＨＯＵＳＩＮＧ　Ｈｉｇａｓｈｉ－ｋｕ　Ｓｐｏ

ｒｔｓ　Ｃｅｎｔｅｒ

４　呼称を使用する期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで



広島市告示第９７号　

令和７年２月２８日　

　広島市スポーツセンター条例（昭和５５年広島市条例第４２

号）第１９条第１項の規定に基づき、広島市中区スポーツセン

ターの呼称を次のとおり定めたので、同条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　呼称を定めた施設

　　広島市中区スポーツセンター

２　呼称

　　コジマホールディングス中区スポーツセンター

３　呼称の英語表記

　　ＫＯＪＩＭＡＨＯＬＤＩＮＧＳ　Ｎａｋａ－ｋｕ　Ｓｐｏｒ

ｔｓ　Ｃｅｎｔｅｒ

４　呼称を使用する期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで



広島市告示第９８号　
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令和７年２月２８日　

　広島市スポーツセンター条例（昭和５５年広島市条例第４２

号）第１９条第１項の規定に基づき、広島市安佐北区スポーツセ

ンターの呼称を次のとおり定めたので、同条第２項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　呼称を定めた施設

　　広島市安佐北区スポーツセンター

２　呼称

　　大和興産安佐北区スポーツセンター

３　呼称の英語表記

　　ＤＡＩＷＡＫＯＳＡＮ　Ａｓａｋｉｔａ－ｋｕ　Ｓｐｏｒｔ

ｓ　Ｃｅｎｔｅｒ

４　呼称を使用する期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで



広島市告示第９９号　

令和７年２月２８日　

　広島市運動場条例（昭和２６年広島市条例第７号）第１６条第

１項の規定に基づき、広島市観音新町運動広場の呼称を次のとお

り定めたので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　呼称を定めた施設

　　広島市観音新町運動広場

２　呼称

　　内外工業いくえい会観音新町運動広場

３　呼称の英語表記

　　Ｎａｉｇａｉ　ｋｏｇｙｏ　ｉｋｕｅｉｋａｉ　Ｋａｎ－ｏ

ｎ－ｓｈｉｎ－ｍａｃｈｉ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｐａｒｋ

４　呼称を使用する期間

　　令和７年３月２９日から令和１２年３月３１日まで



広島市告示第１００号　

令和７年２月２８日　

　広島市スポーツセンター条例（昭和５５年広島市条例第４２

号）第１９条第１項の規定に基づき、広島市安佐南区スポーツセ

ンターの呼称を次のとおり定めたので、同条第２項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　呼称を定めた施設

　　広島市安佐南区スポーツセンター

２　呼称

　　プローバグループ安佐南区スポーツセンター

３　呼称の英語表記

　　Ｐｒｏｖａ　Ｇｒｏｕｐ　Ａｓａｍｉｎａｍｉ－ｋｕ　Ｓｐ

ｏｒｔｓ　Ｃｅｎｔｅｒ

４　呼称を使用する期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで



広島市告示第１０１号　

令和７年２月２８日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第１０２号　

令和７年２月２８日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので、同法第７８条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第１０３号　

令和７年２月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき、草津公園の指定管理者を次のとおり指定したの

で、広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条

の４第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定に係る公の施設

　　草津公園

２　指定の相手方

　　広島市南区松川町５番９号

　　　株式会社オオケン

３　指定の期間

　　令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで



広島市告示（中区）第１０号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略
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広島市告示（中区）第１１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ３ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和７年２月６日に広島市西部自転車等保管所へ

移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１２号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１３号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　中区役所市民部市民課（市役所サービス・コーナー）

　　　別紙のとおり

２　委任させた事務

　　戸籍全部事項証明書等、戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄

本、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の

写し、身分証明書並びに印鑑登録証明書の手数料の収納

　　徴収金に係る諸証明書の手数料の収納

３　委任年月日

　　令和６年４月１日

４　委任期間

　　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

別紙　略



広島市告示（中区）第１４号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　課長補佐（事）戸籍係　五百蔵　一博

　　　主幹　村岡　恭子

　　　主事　上田　早紀

　　　主事　久保　健司

　　　主事　中島　桜子

　　　主事　平田　真一

　　　主事　宮崎　遥奈

２　委任させた事務

　　住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る。）

３　委任年月日

　　令和６年４月１日

４　委任期間

　　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示（中区）第１５号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　日直員　河野　紘二

　　　日直員　森本　久仁子

　　　日直員　松尾　寿美

　　　日直員　福原　泰徳

２　委任させた事務

　　住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る。）

３　委任年月日

　　令和６年４月１日

４　委任期間

　　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示（中区）第１６号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員
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　　中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　日直員　井手　理恵

　　　日直員　林　直美

　　　日直員　島川　智美

２　委任させた事務

　　住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る）

３　委任年月日

　　令和６年１１月１日

４　委任期間

　　令和６年１１月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示（中区）第１７号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　日直員　福田　惠子

２　委任させた事務

　　住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る）

３　委任年月日

　　令和６年１１月２４日

４　委任期間

　　令和６年１１月２４日から令和７年３月３１日まで



広島市告示（中区）第１８号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、中区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　日直員　二宮　和美

２　委任させた事務

　　住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る）

３　委任年月日

　　令和６年１２月１日

４　委任期間

　　令和６年１２月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示（中区）第１９号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和７年２月１８日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第２０号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ８ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和７年２月２０日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第２２号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ８ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和７年２月２１日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第２３号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した
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ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第１４号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ７ 日　

　天神川駅北口第二駐輪場に長期間駐車されていた下記自転車に

ついては、令和７年２月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第１５号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第１６号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ５ 日　

　広島駅北口第一駐輪場に、長期間駐車されていた下記自転車に

ついては、令和７年２月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第１７号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（南区）第１７号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は、令和７年２月３日から同年２月１７日まで、

広島市南区役所建設部維持管理課において、一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第１８号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第１９号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ４ 日　

　広島駅南口第三Ｂ駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等に

ついては、令和７年２月３日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第２０号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第２１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日　

　稲荷町Ａ駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和７年２月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、別紙のとおり告示します。

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
南２区２３１号里
道

堀越二丁目４３番地地先から同所
４３番地地先まで
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　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第２２号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第２３号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に開する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第２４号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ０ 日　

　青崎一丁目駐輪場および天神川駅南駐輪場に、長期間駐車され

ていた自転車等については、令和７年２月９日に広島市西部自転

車等保管所へ移動したので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第２５号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第２６号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ０ 日　

　稲荷町Ａ駐輪場、広島駅南口第一駐輪場及び広島駅南口第二駐

輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、令和７年２

月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので、別紙のと

おり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第２７号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第２８号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第２９号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ６ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき、一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地

を認定しましたので、同条第６項に基づき告示します。

　この関係図書は、広島市南区役所建設部建築課において、一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　一団地の区域

　　広島市南区霞一丁目２番１の一部

２　認定番号

　　第Ｒ０６認定通知広島市建３０００１号

３　認定年月日

　　令和７年２月２６日



広島市告示（南区）第３０号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ８ 日　



―２６―　第１１３８号 令和７年３月３１日広 島 市 報

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第３１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（西区）第３号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、西区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　西区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　日直員　河津　陽子

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号、第１４号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　令和７年２月１日

４　委任期間

　　令和７年２月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示（西区）第４号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第５号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和７年２月１８日から同年３月３日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第７号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和７年２月１８日から同年３月３日まで広

島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１０号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
西３区
１１７
号線

西区己斐中
一丁目３６
１番地７地
先から
西区己斐中
一丁目３６
９番地１地
先まで

旧

メートル
3.90
～

4.30

メートル

19.20

新

メートル
6.00
～

6.10

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
西３区
１１７
号線

西区己斐中一丁目３６１番
地７地先から
西区己斐中一丁目３６９番
地１地先まで

令和７年４月１
日



第１１３８号　―２７―令和７年３月３１日 広 島 市 報

１　指定番号　　第３号

２　指定年月日　令和７年２月３日

３　路線名　　　都市計画道路　３・３・７０２号長束八木線

４　道路の位置　起点：広島市安佐南区緑井七丁目５１３０－２

地先

　　　　　　　　終点：広島市安佐南区緑井八丁目８０２－１地

先

５　道路延長　　８０．０メートル

６　道路幅員　　１６．０メートル



広島市告示（安佐南区）第１１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ３ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和７年２月１３日から同月２７日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１２号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ３ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和７年２月１３日から同月２７日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１３号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ３ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和７年２月１３日から同月２７日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
３区８
０９号
線

安佐南区長束西二丁
目１１番地２地先か
ら
安佐南区長束西二丁
目１１番地２地先ま
で

旧
4.00
～

4.20
16.30

新
4.00
～

4.50
16.30

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
３区８
０９号
線

安佐南区山本四丁目１４７
番地４地先から
安佐南区山本五丁目３０１
番地１１地先まで

令和７年２月１
３日

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
４区４
３８号
線

安佐南区伴東四丁目
９５２１番地４地先
から
安佐南区伴東四丁目
９５２１番地４地先
まで

旧
10.40

～
12.70

5.50

新
11.70

～
12.70

5.50



広島市告示（安佐南区）第１４号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ３ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和７年２月１３日から同月２７日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１５号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ３ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和７年２月

１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第１６号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ４ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和７年２月１４日から同月２８日まで、広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第１７号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ７ 日　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
４区４
３８号
線

安佐南区伴東四丁目９５２
１番地４地先から
安佐南区伴東四丁目９５２
１番地４地先まで

令和７年２月１
３日

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐南３区１１０
号里道

安佐南区園七丁目２７８番４地
先から安佐南区園七丁目２７８
番１地先まで



―２８―　第１１３８号 令和７年３月３１日広 島 市 報

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２４号

２　指定年月日　　令和７年２月１７日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内一丁目の１３１６番１の

一部、１３１６番２の一部、１３１６番３の

一部、１３１６番４の一部、１３１６番５の

一部及び１３１６番１地先水路

４　幅員及び延長　幅員　４．２２ｍ

　　　　　　　　　延長　３３．８５ｍ



広島市告示（安佐南区）第１８号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築墓準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　第４号

２　指定年月日　令和７年２月２０日

３　路線名　　　市道　安佐南１区１３６号線

４　道路の位置　起点：広島市安佐南区緑井八丁目７７３－２地

先

　　　　　　　　終点：広島市安佐南区緑井八丁目７７３－４地

先

５　道路延長　　１２．１メートル

６　道路幅員　　６．１０～６．２０メートル



広島市告示（安佐南区）第１９号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２５号

２　指定年月日　　令和７年２月２５日

３　道路の位置　　広島市安佐南区東野三丁目の１４０６番の一

部、１４０７番の一部、１４１３番の一部及

び１４１７番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　３８．２５メートル



広島市告示（安佐南区）第２０号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ６ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和７年２月

２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第４号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１５年９月５日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋二区町内会

（代表者　佐々木　貴志）について、次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第５号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ２ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２４年２月２１日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した正木自治会（代

表者　世羅　孝夫）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所
広島市安佐北区三入五丁
目８番２４－３２号

広島市安佐北区三入五丁
目１０番１８号

代表者の
氏名及び
住所

佐々木　貴志
広島市安佐北区三入五丁
目８番２４－３２号

野﨑　柳治
広島市安佐北区三入五丁
目１０番１８号

旧 新

事務所
広島市安佐北区白木町大
字市川５５５６番地

広島市安佐北区白木町大
字市川５７８３番地１

代表者の
氏名及び
住所

世羅　孝夫
広島市安佐北区白木町大
字市川５５５６番地

世羅　敏則
広島市安佐北区白木町大
字市川５７８３番地１



第１１３８号　―２９―令和７年３月３１日 広 島 市 報



広島市告示（安佐北区）第６号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１９年６月２６日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した吉永自治会（代

表者　浅川　静吾）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　目的

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第７号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ７ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和７年２月１６日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安芸区）第１１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第１２号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ９ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和７年２月１９日から同年３月５日まで、

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

旧 新

目的

　会は、吉永地区居住者
相互の親睦を図り、自主
的な共同活動によって住
民相互の連絡と環境の整
備、集会施設の維持管理
を行い、住みよい地域づ
くりを推進することを目
的とする。

　会は、吉永地区居住者
相互の親睦を図り、自主
的な共同活動によって住
民相互の連絡と環境の整
備、集会施設の維持管理
を行い、安全で安心な住
みよい地域づくりを推進
することを目的とする。

します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第１３号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第１４号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ １ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和７年２月２１日から同年３月７日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第１５号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ １ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和７年２月２１日から同年３月７日まで広

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安芸１区Ｇ－５２
－３－２０号里道

安芸区上瀬野一丁目１５３０番１
地先から安芸区上瀬野一丁目１５
３０番１地先まで

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

県　道
瀬野船
越線

広島市安芸
区中野六丁
目３０６２
番地４地先
から
広島市安芸
区中野六丁
目３０６２
番地４地先
まで

旧

メートル
4.13
～

6.00

メートル

16.49

新

メートル
6.00
～

6.00

メートル

16.49

広島市安芸
区中野六丁
目３０６２
番地２０地
先から
広島市安芸
区中野六丁
目３０６２
番地２０地
先まで

旧

メートル
4.26
～

6.00

メートル

19.15

新

メートル
6.00
～

6.00

メートル

19.15



―３０―　第１１３８号 令和７年３月３１日広 島 市 報

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第７号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撒去

し、令和７年１月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第８号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和７年１月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第９号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ４ 日　

　広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条の

２の規定に基づき、都市公園の区域を次のとおり変更します。

　その関係図面は、令和７年２月１８日まで広島市佐伯区役所農

林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

別図　略



広島市告示（佐伯区）第１０号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

県　道
瀬野船
越線

広島市安芸区中野六丁目３
０６２番地４地先から
広島市安芸区中野六丁目３
０６２番地４地先まで 令和７年２月２

１日広島市安芸区中野六丁目３
０６２番地２０地先から
広島市安芸区中野六丁目３
０６２番地２０地先まで

公園名称 所在地 供用開始の期日 区域

五月が丘緑
地

広島市佐伯区五月が
丘一丁目３０番１外

令和７年２月４
日

別図のと
おり

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和７年１月３０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ３ 日　

　平成９年４月１０日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認可

した平岩町内会（代表者　大江　英毅）について、下記のとおり

告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

　代表者氏名及び住所

　井上　文徳

　広島市佐伯区五日市町大字石内４６９３番地



広島市告示（佐伯区）第１２号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１０号

２　指定年月日　　令和７年２月１８日

３　道路の位置　　広島市佐伯区五日市中央三丁目２５９７番１

の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０～６．００メートル

　　　　　　　　　延長　２３．６０メートル



広島市告示（佐伯区）第１３号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和７年２月７日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略





第１１３８号　―３１―令和７年３月３１日 広 島 市 報

広島市告示（佐伯区）第１４号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和７年２月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１５号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和７年２月１５日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１６号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の５第２項

の規定に基づき、認定を取消しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　一団地の名称

　　広電楽々園

２　一団地の区域

　　広島市佐伯区楽々園四丁目の４４４番１、４４４番１４、４

４４番１５及び４４４番１６

３　認定取消年月日及び番号

　　令和７年２月２１日　第Ｒ０６認定通知広島市建００００１

号

４　既認定年月日及び番号

　　令和６年１０月１６日　第Ｒ０６認定通知広島市建００００

３号



広島市告示（佐伯区）第１７号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和７年２月１８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１８号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和７年２月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略

広島市安佐北区告示第１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ７ 日　

　下記の者について、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので、同条第

４項の規定により公示する。

広島市安佐北区長　　吉　谷　勝　美　

記

広島市中区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ２ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　甲斐野　正　行　

　登録を行う日　　令和７年３月３日



広島市東区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規

定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の日と

なる同項に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定

めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

区 告 示

氏名 住民票記載の住所 職権処理の内容

横道　雄磨
広島市安佐北区亀山南二丁目
４１番１２号

職権消除

区 選 管 告 示



―３２―　第１１３８号 令和７年３月３１日広 島 市 報

　登録を行う日　　令和７年３月３日



広島市南区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

　登録を行う日　　令和７年３月３日



広島市西区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

　登録を行う日　　令和７年３月３日



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

　登録を行う日　　令和７年３月３日



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ ０ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

　登録を行う日　　令和７年３月３日



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ３ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

　登録を行う日　　令和７年３月３日



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

　登録を行う日　　令和７年３月３日

広島市教育委員会告示第５号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日　

　広島市教育委員会議（臨時会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

１　日　時　令和７年２月６日（木）　午後４時

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【非公開予定議題】

　　教職員の人事について（議案）



広島市教育委員会告示第６号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

１　日　時　令和７年２月１０日（月）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（代決報告）

　　「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」の変更

について（議案）

　【非公開予定議題】

　　教職員の人事について（議案）



教育委員会告示



第１１３８号　―３３―令和７年３月３１日 広 島 市 報

広島市教育委員会告示第７号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ２ １ 日　

　広島市教育委員会議（臨時会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

１　日　時　令和７年２月２７日（木）　午後３時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【非公開予定議題】

　　教職員の人事について（議案）

広島市監査公表第３号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

監査公表

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　令和６年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告

の公表

　地方自治法第２５２条の３７第５項の規定により包括外部監査

人松岡賢から監査の結果に関する報告の提出があったので、同法

第２５２条の３８第３項の規定により、次のとおり公表する。

次のとおり　略



広島市監査公表第４号　

令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　定　野　和　広　

同　　　　　　　石　田　祥　子　

　　　包括外部監査の意見に対する対応結果の公表について

　広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があっ

たので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

（別　紙）

令和５年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（健康福祉局）

１　監査意見公表年月日

　　令和６年２月５日（広島市監査公表第２号）

２　包括外部監査人

　　松本　京子

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和７年１月２３日（広高介第３１５号）

４　監査のテーマ

　　補助金等交付事務に関する財務に係る事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

　　消費税の仕入控除税額に係る処理について（民間老人福祉施設の整備に係る補助金（創設））
　　　（所管課：健康福祉局高齢福祉部介護保険課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　補助金受給者の補助金受取額は、消費税法上、不課税取引となる。一方で、本
件で補助の対象となる整備費については、補助金受給者が整備費支出事業年度に
消費税法上の課税事業者であったり、免税事業者であったとしても課税事業者選
択届出書を提出することにより課税事業者を選択したりすることにより、整備費
について仕入税額控除を受けている可能性を排除できない。
　そこで、消費税の仕入控除税額に係る処理について、市全体の統一的な取扱い
を定め、規則や要綱等を作成することが望ましい。例えば、本件では、「補助金
にかかる消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書」等の提出義務を民間社会
福祉施設整備費補助金交付要綱内に明記して、補助金に対応する整備費等につい
て仕入税額控除を受けていないことを書面により確認することが考えられる。

　監査の意見を受けて、令和６年１１月に民間社
会福祉施設整備費補助金交付要綱を改正し、補助
金の交付を受けた法人等に対して、補助対象事業
の完了後、消費税及び地方消費税の申告によって
補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した
場合は、仕入控除税額報告書を速やかに提出さ
せ、補助対象経費に係る仕入税額控除の有無を確
認するとともに、仕入税額控除を受けている場合
は、当該仕入控除税額の全額又は一部を本市に納
付させることとした。

　　消費税の仕入控除税額に係る処理について（民間老人福祉施設の整備に係る補助金（改築））
　　　（所管課：健康福祉局高齢福祉部介護保険課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　補助金受給者の補助金受取額は、消費税法上、不課税取引となる。一方この補
助の対象となる整備費については、補助金受給者が整備費支出事業年度に消費税
法上の課税事業者であったり、免税事業者であったとしても課税事業者選択届出

　監査の意見を受けて、令和６年１１月に民間社
会福祉施設整備費補助金交付要綱を改正し、補助
金の交付を受けた法人等に対して、補助対象事業
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書を提出することにより課税事業者を選択したりすることにより、整備費につい
て仕入税額控除を受けている可能性を排除できない。
　そこで、消費税の仕入控除税額に係る処理について、市全体の統一的な取扱い
を定め、規則や要綱等を作成することが望ましい。例えば、本件では、「補助金
にかかる消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書」等の提出義務を民間社会
福祉施設整備費補助金交付要綱内に明記して、補助金に対応する整備費等につい
て仕入税額控除を受けていないことを書面により確認することが考えられる。

の完了後、消費税及び地方消費税の申告によって
補助金に係る消費税等の仕入控除税額が確定した
場合は、仕入控除税額報告書を速やかに提出さ
せ、補助対象経費に係る仕入税額控除の有無を確
認するとともに、仕入税額控除を受けている場合
は、当該仕入控除税額の全額又は一部を本市に納
付させることとした。


